
市内のタクシー、予約乗合交通、市内発着路線バス、市街地循環バス等で

利用できるタクシー等助成券12,000円分を交付します。

１．利用対象者（市内に住所を有する方で下記に該当する方。）

・８０歳以上で、ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方

・運転免許もしくは車を所有していない方

２．申請方法

・申請書を、市長寿福祉課または各総合支所窓口に提出してください。

※申請者の印鑑または本人確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。代理人が申請する

場合は、申請者本人と代理人それぞれの印鑑または本人確認書類が必要となります。

※申請書は、各窓口及び市ホームページで取得することができます。

３．利用方法

①タクシーやバス等に、予約・乗車時に「花巻市高齢者福祉タクシー等助成券」を使う旨を伝え

てください。

②支払い時に、使用したい枚数分の助成券を乗務員に渡します。

③運賃から、助成券分（②で渡した分）を差し引いた金額を支払います。

≪注意事項≫

・原則、助成券の再発行は致しません。紛失や破損にご注意ください。

・助成券は年度に一回のみの申請・交付となります。

・タクシー等助成券の利用は原則本人に限ります。ただし、利用者本人が入院した場合、同一世帯

の方が本人のお見舞い等のための医療機関を訪問するときに限り、助成券を利用できます。

※別途届出が必要となりますので、下記担当までご相談ください。

お問合せ：花巻市役所長寿福祉課高齢福祉係 TEL 0198-41-3576

【運賃の支払い例】運賃1,320円の場合

（例1）助成券5枚（500円分の助成）と現金820円、合計1,320円

（例2）助成券13枚（1,300円分の助成券）と現金20円、合計1,320円

※差額は現金でのお支払いとなります。



〈タクシー〉

会社名 電話番号

(株)文化タクシー 0120-23-3181

(株)岩手観光タクシー 0120-23-6141

花巻タクシー(株) 0120-23-3389

(株)志戸平温泉タクシー 25-2536

(有)二枚橋タクシー 0120-26-2730

(有)高木タクシー 0120-23-4040

(有)高木タクシー （土沢） 0120-42-2121

(有)笹間タクシー
0120-29-2728　または
29-2255

(有)宮野目タクシー 0120-48-9960

(株)三光タクシー
0120-30-3535　または
30-2345

(株)電鉄タクシー 0120-23-1144

(有)大迫観光タクシー 0120-19-2234

イケダ介護サービス 36-1266

(有)石鳥谷タクシー
0120-59-4123または
45-4123

(有)東和観光タクシー 0120-42-3737

清水田観光 42-4117

〈予約乗合交通〉

名称 電話番号（受付センター）

花巻東部地域予約乗合交通 41-6116

花巻西部地域予約乗合交通 41-8686

大迫地域予約乗合バス 21-3777

石鳥谷地域予約乗合バス 22-0900

東和地域予約乗合バス 23-0300

西南地域予約乗合バス 29-4100

〈市内発着路線バス及び市街地循環バス〉

会社名 電話番号

岩手県交通（株）花巻営業所 0198-23-1020

（株）東和町総合サービス公社 0198-42-2090

市街地循環バス（ふくろう号・星めぐり号） -

以下の予約応答型乗合交通については、各地域にお住まいの方のみ利用できます。
また、利用者の事前登録が必要です。

利用できる交通機関一覧


